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１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県ホームページシステムの埼玉県市町村共同クラウド移設等業務委託 一

式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム課業務効率化推進担当 埼玉県さいたま市浦和

区高砂三丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和２年４月30日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  ヤフー株式会社 東京都千代田区紀尾井町１番３号東京ガーデンテラス紀尾井

町紀尾井タワー 

５ 契約金額 

  131,504,120円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び予定数量 

   県立学校用超短焦点プロジェクター 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期限 

   令和３年３月26日（金） 

 ⑷ 納入場所 

   埼玉県教育局県立学校部高校教育指導課長が指示する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（平成30年埼玉県告示第857

号）又は物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和２年埼玉県告

示第277号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた者で

あること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら

れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 



３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部入

札課総務・物品調達担当 篠原 電話048-830-5778（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和２年８月14日（金）午前10時ま

で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和２年８月13日（木）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和２年８月14日（金）午前10時

まで 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県総務部入札課 令和２年８月14日（金）午前10時10分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 



  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和２年８月５日（水）午後３時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和２年７月６日（月）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 



 ⑽ 特記事項 

   本件入札は、入札の結果、落札者との契約の締結について、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年埼玉県条例第15号）

に基づき、県議会の議決に付さなければならない契約となる場合には、落札者

と仮契約を取り交わし、県議会の議決後に本契約を締結する。 

   なお、落札決定から本契約までの間に埼玉県の契約に係る入札参加停止等の

措置要綱第３条の規定による入札参加停止措置を受けた者は、本契約を締結で

きない（契約辞退を申し出るものとする。）。 

 ⑾ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

⑴ Name and Quantity of the Products to Be Purchased: 

    Ultra Short-Focus Projector for High school, One Complete Set 

⑵ Deadline for Submissions: 

    By Electronic Bidding System: 10:00 am, Friday, August 14, 2020 

    By Registered Mail: 5:00 pm, Thursday, August 13, 2020 

    In Person: 10:00 am, Friday, August 14, 2020 

⑶ Contact Information: 

    General Affairs・Supplies Procurement Group, Bidding Services Division, 

    Department of General Affairs, Saitama Prefectural Government 

    Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, 

    Saitama-ken 330-9301, Japan 

    Tel. 048-830-5778 
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告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

越
谷
花
田
複
合
店
舗 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
市
花
田
二
丁
目
二
番
地
三
、
二
番
地
四
、
二
番
地
五 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 
 

 
 

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社 

代
表
取 

 
 

 
 

 

締
役 

神
代
顕
彰 

 
 

 
 

 

東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
二
番
三
号 

（
変
更
後
）
三
井
住
友
ト
ラ
ス
ト
・
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社 

代
表
取 

 
 

 
 

 

締
役 

西
野
敏
哉 

 
 

 
 

 

東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
二
番
三
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク
マ
ー
ト 

代
表
取
締
役
社
長 

大
竹
正
人 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
し
ま
む
ら 

代
表
取
締
役 

鈴
木
誠 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号 

 
 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ヨ
ー
ク 

代
表
取
締
役
社
長 

大
竹
正
人 

 
 

 
 

 
 

 

東
京
都
江
東
区
青
海
二
丁
目
五
番
十
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
し
ま
む
ら 

代
表
取
締
役 

鈴
木
誠 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
十
九
番
四
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
二
年
六
月
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
十
二
日 



二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

三 
縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
カ
ワ
チ
薬
品
鷲
宮
店 

 

 
 

 
 

埼
玉
県
久
喜
市
鷲
宮
三
丁
目
二
十
六
番
六
号
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
カ
ン
セ
キ
わ
し
宮
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
鷲
宮
町
鷲
宮
三
丁
目
二
十
六
番
六
号
外 

 
 

 

（
変
更
後
）
（
仮
称
）
カ
ワ
チ
薬
品
鷲
宮
店 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
久
喜
市
鷲
宮
三
丁
目
二
十
六
番
六
号
外 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
カ
ン
セ
キ 

代
表
取
締
役 

長
谷
川
静
夫 

 
 

 
 

 

栃
木
県
宇
都
宮
市
西
川
田
本
町
三
丁
目
一
番
一
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品 

代
表
取
締
役 

河
内
伸
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

栃
木
県
小
山
市
卒
島
千
二
百
九
十
三 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
二
年
六
月
十
二
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
十
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 



の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 
令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
カ
ワ
チ
薬
品
鷲
宮
店 

 

 
 

 
 

埼
玉
県
久
喜
市
鷲
宮
三
丁
目
二
十
六
番
六
号
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

九
三
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

八
〇
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

二
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

一
二
二
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

三
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
七
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

七
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

七
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
七
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
七
時 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 



 
 

 

令
和
三
年
二
月
十
三
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
十
二
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
利
根
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
イ
オ
ン
モ
ー
ル
川
口 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
安
行
領
根
岸
三
千
百
八
十 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

サ
イ
ボ
ー
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

飯
塚
剛
司 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
前
川
一
丁
目
一
番
七
十
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

井
出
武
美 

 
 

 
 

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一 

外
未
定 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
十
一
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

三
万
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

二
六
三
四
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

九
四
三
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

二
八
九
・
八
七
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
五
七
・
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

十
二
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設N

o
.1
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設N

o
.2
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
十
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
八
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お

り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ウ
エ
ル
シ
ア
川
口
領
家
店 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
領
家
三
丁
目
千
八
百
六
十
九
番
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の 

 
 

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
設
置
者 

 
 

 
 

有
限
会
社 

ヤ
ハ
ギ
水
道 

代
表
取
締
役 

矢
作
晋
哉 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
口
市
領
家
三
丁
目
三
番
十
九
号 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者 

 
 

 
 

ウ
エ
ル
シ
ア
薬
局
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

松
本
忠
久 

 
 

 
 

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
二
丁
目
二
番
十
五
号 

 

ハ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
十
九
日 

 

ニ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 

 

千
二
百
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

 

ホ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

三
三
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

三
六
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

面
積 

二
四
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 
 

位
置 

図
面
省
略 

容
量 

五
立
方
メ
ー
ト
ル 

 

ヘ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 



 
 

 
 

午
前
九
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
零
時
三
十
分 

 
 

 
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 
 

出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ト 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

川
越
モ
デ
ィ 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
町
四
番
二
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
丸
井 

代
表
取
締
役 

佐
々
木
一 

 
 

 
 

 

東
京
都
中
野
区
中
野
四
丁
目
三
番
二
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
丸
井 

代
表
取
締
役 

青
木
正
久 

 
 

 
 

 

東
京
都
中
野
区
中
野
四
丁
目
三
番
二
号 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
丸
井 

代
表
取
締
役 

青
木
正
久 

 
 

 
 

 

東
京
都
中
野
区
中
野
四
丁
目
三
番
二
号 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ 

代
表
取
締
役 

𠮷
田
直
樹 

 
 

 
 

 

東
京
都
目
黒
区
青
葉
台
二
丁
目
十
九
番
十
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
外 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 



 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 
対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 
意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

川
越
モ
デ
ィ 

 

 
 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
脇
田
町
四
番
二
号 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
零
時
か
ら
翌
午
前
零
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
八
月
二
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

グ
ラ
ン
エ
ミ
オ
所
沢 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
く
す
の
き
台
一
丁
目
十
四
番
地
五 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は 

代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
西
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 
若
林
久 

 
 

 
 

 

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号 

（
変
更
後
）
西
武
鉄
道
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

喜
多
村
樹
美
男 

 
 

 
 

 

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
十
六
番
十
五
号 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 



 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
三
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ビ
バ
モ
ー
ル
蕨 

 

 
 

 
 

埼
玉
県
蕨
市
錦
町
一
丁
目
三
百
五
十
―
五 

 
 

 

埼
玉
県
戸
田
市
上
戸
田
一
丁
目
二
十
三
―
六 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
変
更
前
）
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
錦
町
店 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
蕨
市
錦
町
一
丁
目
三
百
五
十
―
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
戸
田
市
上
戸
田
一
丁
目
二
十
三
―
六 

 
 

 

（
変
更
後
）
（
仮
称
）
ビ
バ
モ
ー
ル
蕨 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

埼
玉
県
蕨
市
錦
町
一
丁
目
三
百
五
十
―
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
戸
田
市
上
戸
田
一
丁
目
二
十
三
―
六 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人 

 
 

に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂 

代
表
取
締
役 

三
枝
富
博 

 
 

 
 

 

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町
八
番
地
八 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
ビ
バ 

代
表
取
締
役 

渡
邉
修 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
上
木
崎
一
丁
目
十
三
番
一
号 

外
未
定 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

令
和
三
年
二
月
六
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
四
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ビ
バ
モ
ー
ル
蕨 

 

 
 

 
 

埼
玉
県
蕨
市
錦
町
一
丁
目
三
百
五
十
―
五 

 
 

 

埼
玉
県
戸
田
市
上
戸
田
一
丁
目
二
十
三
―
六 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
八
〇
六
台 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

一
一
七
七
台 

 
 

 

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
一
五
台 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

収
容
台
数 

六
一
五
台 

 
 

 

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

四
五
一
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

面
積 

六
四
六
平
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量 

 
 

 

（
変
更
前
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
二
九
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

（
変
更
後
）
位
置 

図
面
省
略 

容
量 

一
七
五
立
方
メ
ー
ト
ル 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
か
ら
午
後
十
一
時 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
Ｌ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｌ
ビ
バ 

午
前
六
時
十
五
分
か
ら
午
後
九
時
四
十
五
分 

 
 

 
 

 

未
定 

午
前
九
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
三
十
分 

 
 

 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

六
か
所 

位
置 

図
面
省
略 



 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

六
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

（
変
更
前
）
午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
（
変
更
後
）
荷
さ
ば
き
施
設
① 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
② 

午
前
六
時
か
ら
午
後
零
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

荷
さ
ば
き
施
設
③ 

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

令
和
三
年
二
月
六
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
五
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
二
十
六
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
五
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

西
友 

小
手
指
店 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
小
手
指
町
一
丁
目
二
十
五
番
三
十
六
号 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

所
沢
市
商
業
振
興
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
、
産
業
団
体
等
が
行
う
商
業
振
興
施
策

へ
の
積
極
的
な
協
力
及
び
商
店
街
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た

す
商
店
会
へ
の
加
入
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
商
工
会
議
所
や
地
域
商
業
者
と

の
連
携
事
業
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑵ 

「
所
沢
市
地
域
が
つ
な
が
る
元
気
な
自
治
会
等
応
援
条
例
」
の
趣
旨
に
則
り
、
自
治
会

等
の
活
動
へ
の
参
加
及
び
協
力
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑶ 

所
沢
市
に
居
住
す
る
従
業
員
が
地
域
の
自
治
会
等
へ
加
入
し
、
活
動
に
参
加
す
る
こ
と

へ
の
理
解
と
業
務
の
調
整
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑷ 

地
域
の
祭
り
や
各
種
行
事
に
加
え
、
地
域
の
社
会
貢
献
活
動
に
も
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。 

 

⑸ 

店
舗
の
新
築
・
増
改
築
、
土
地
の
改
変
等
を
行
う
場
合
は
、
別
紙
「
主
な
環
境
関
連
法

令
確
認
事
項
」
を
参
考
に
し
て
、
事
前
に
必
要
な
届
出
・
相
談
等
を
遺
漏
の
な
い
よ
う
行

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

⑹ 

騒
音
規
制
法
及
び
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
に
規
定
す
る
騒
音
規
制
を
遵
守
し
て
下

さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
七
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

西
友
西
所
沢
店 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
西
所
沢
一
丁
目
二
十
六
番
四
号 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

所
沢
市
商
業
振
興
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
、
産
業
団
体
等
が
行
う
商
業
振
興
施
策

へ
の
積
極
的
な
協
力
及
び
商
店
街
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た

す
商
店
会
へ
の
加
入
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
商
工
会
議
所
や
地
域
商
業
者
と

の
連
携
事
業
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑵ 

「
所
沢
市
地
域
が
つ
な
が
る
元
気
な
自
治
会
等
応
援
条
例
」
の
趣
旨
に
則
り
、
自
治
会

等
の
活
動
へ
の
参
加
及
び
協
力
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑶ 

所
沢
市
に
居
住
す
る
従
業
員
が
地
域
の
自
治
会
等
へ
加
入
し
、
活
動
に
参
加
す
る
こ
と

へ
の
理
解
と
業
務
の
調
整
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑷ 

地
域
の
祭
り
や
各
種
行
事
に
加
え
、
地
域
の
社
会
貢
献
活
動
に
も
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。 

 

⑸ 

店
舗
の
新
築
・
増
改
築
、
土
地
の
改
変
等
を
行
う
場
合
は
、
別
紙
「
主
な
環
境
関
連
法

令
確
認
事
項
」
を
参
考
に
し
て
、
事
前
に
必
要
な
届
出
・
相
談
等
を
遺
漏
の
な
い
よ
う
行

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

⑹ 

騒
音
規
制
法
及
び
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
に
規
定
す
る
騒
音
規
制
を
遵
守
し
て
下

さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
七
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

西
友
新
所
沢
店 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
緑
町
一
丁
目
二
十
一
番
二
十
六
号 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

所
沢
市
商
業
振
興
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
、
産
業
団
体
等
が
行
う
商
業
振
興
施
策

へ
の
積
極
的
な
協
力
及
び
商
店
街
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た

す
商
店
会
へ
の
加
入
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
商
工
会
議
所
や
地
域
商
業
者
と

の
連
携
事
業
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑵ 

「
所
沢
市
地
域
が
つ
な
が
る
元
気
な
自
治
会
等
応
援
条
例
」
の
趣
旨
に
則
り
、
自
治
会

等
の
活
動
へ
の
参
加
及
び
協
力
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑶ 

所
沢
市
に
居
住
す
る
従
業
員
が
地
域
の
自
治
会
等
へ
加
入
し
、
活
動
に
参
加
す
る
こ
と

へ
の
理
解
と
業
務
の
調
整
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑷ 

地
域
の
祭
り
や
各
種
行
事
に
加
え
、
地
域
の
社
会
貢
献
活
動
に
も
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。 

 

⑸ 

店
舗
の
新
築
・
増
改
築
、
土
地
の
改
変
等
を
行
う
場
合
は
、
別
紙
「
主
な
環
境
関
連
法

令
確
認
事
項
」
を
参
考
に
し
て
、
事
前
に
必
要
な
届
出
・
相
談
等
を
遺
漏
の
な
い
よ
う
行

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

⑹ 

騒
音
規
制
法
及
び
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
に
規
定
す
る
騒
音
規
制
を
遵
守
し
て
下

さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
七
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

西
友
所
沢
駅
前
店 

 
 

 

埼
玉
県
所
沢
市
日
吉
町
一
―
十
三
番
地 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

所
沢
市
商
業
振
興
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
、
産
業
団
体
等
が
行
う
商
業
振
興
施
策

へ
の
積
極
的
な
協
力
及
び
商
店
街
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、
そ
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た

す
商
店
会
へ
の
加
入
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
商
工
会
議
所
や
地
域
商
業
者
と

の
連
携
事
業
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑵ 

「
所
沢
市
地
域
が
つ
な
が
る
元
気
な
自
治
会
等
応
援
条
例
」
の
趣
旨
に
則
り
、
自
治
会

等
の
活
動
へ
の
参
加
及
び
協
力
に
努
め
て
く
だ
さ
い
。 

 

⑶ 

所
沢
市
に
居
住
す
る
従
業
員
が
地
域
の
自
治
会
等
へ
加
入
し
、
活
動
に
参
加
す
る
こ
と

へ
の
理
解
と
業
務
の
調
整
な
ど
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

⑷ 

地
域
の
祭
り
や
各
種
行
事
に
加
え
、
地
域
の
社
会
貢
献
活
動
に
も
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。 

 

⑸ 

店
舗
の
新
築
・
増
改
築
、
土
地
の
改
変
等
を
行
う
場
合
は
、
別
紙
「
主
な
環
境
関
連
法

令
確
認
事
項
」
を
参
考
に
し
て
、
事
前
に
必
要
な
届
出
・
相
談
等
を
遺
漏
の
な
い
よ
う
行

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。 

 

⑹ 

騒
音
規
制
法
及
び
埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
に
規
定
す
る
騒
音
規
制
を
遵
守
し
て
下

さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
二
年
七
月
二
十
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
九
号 

 
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知

を
受
け
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

秩
父
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
秩
父
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
） 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三 

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

 

イ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴ 

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

ロ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
埼
玉
県
庁

及
び
秩
父
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
号 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
三
第

一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
特
定
工
程
及
び
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
す
る
特

定
工
程
後
の
工
程
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
以
後
に
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
確
認
の
申
請
書
を
提
出
す
る
建
築
物
、
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
を
受
け

る
た
め
の
書
類
を
提
出
す
る
建
築
物
及
び
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
画
を
通
知
す
る
建

築
物
（
法
第
六
十
八
条
の
二
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
物
で
あ
る
認
証
型
式
部
材
等
に
係
る

型
式
に
適
合
す
る
と
み
な
さ
れ
る
建
築
物
並
び
に
法
第
八
十
五
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
許
可
を

受
け
た
建
築
物
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

平
成
二
十
四
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号
（
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
中
間
検
査
に
係
る
特

定
工
程
等
の
指
定
）
（
以
下
「
旧
告
示
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
二
年
九
月
三
十
日
限
り
、
廃
止

す
る
。 

平
成
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
法
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
確
認
の
申
請
書
を
提
出
し
た
建
築
物
、
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
確
認
を
受

け
る
た
め
の
書
類
を
提
出
し
た
建
築
物
及
び
法
第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
画
を
通
知
し
た

建
築
物
で
あ
っ
て
、
旧
告
示
に
よ
る
中
間
検
査
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
中
間

検
査
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

中
間
検
査
を
行
う
区
域 

 
 

埼
玉
県
の
区
域
の
う
ち
、
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
主
事
を
置
く

市
町
村
の
区
域
を
除
く
区
域 

二 

中
間
検
査
を
行
う
建
築
物
の
用
途
及
び
規
模 

 

一
の
建
築
物
で
あ
っ
て
、
新
築
、
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
が
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る

用
途
及
び
規
模
の
も
の
と
す
る
。 

イ 

住
宅
（
長
屋
、
共
同
住
宅
及
び
住
宅
以
外
の
用
途
を
兼
ね
る
建
築
物
を
含
む
。
同
号
ロ
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
上
の
も
の 

ロ 

住
宅
以
外
で
あ
っ
て
、
地
階
を
除
く
階
数
が
三
以
上
で
延
べ
面
積
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
も
の 

三 

指
定
す
る
特
定
工
程 

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
工
程
（
ニ
及
び
ホ
に
規
定
す
る
建
築
物
の
工
事
の
工
程
に
法

第
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
工
程
が
含
ま
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特



定
工
程
）
と
す
る
。 

イ 

木
造
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
屋
根
工
事
の
工
程 

ロ 

鉄
骨
造
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
一
階
の
建
て
方
工
事
の
工

程 

ハ 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
二
階
の
床

及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
の
配
筋
工
事
（
当
該
配
筋
工
事
を
現
場
で
行
わ
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
二
階
の
床
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
の
取
付
け
工
事
）
の
工
程 

ニ 

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
構
造
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
一
階

の
建
て
方
工
事
の
工
程 

ホ 

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
構
造
の
う
ち
二
以
上
の
構
造
を
併
用
す
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、

当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
構
造
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
工
程 

ヘ 

ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
構
造
の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
の
配
筋
工
事
の
工
程 

四 

指
定
す
る
特
定
工
程
後
の
工
程 

次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
工
程
と
す
る
。 

イ 

前
号
イ
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に
あ
っ
て
は
、
壁
の
外
装
工
事
及
び
内
装
工
事
（
こ
れ
ら
の

工
事
の
う
ち
、
工
法
上
中
間
検
査
前
に
施
工
す
る
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
工
事
を
除
く
。
）

の
工
程 

ロ 

前
号
ロ
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に
あ
っ
て
は
、
耐
火
被
覆
工
事
そ
の
他
鉄
骨
部
分
を
覆
う
工

事
の
工
程 

ハ 

前
号
ハ
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に
あ
っ
て
は
、
二
階
の
床
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
に
配

置
さ
れ
た
鉄
筋
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
覆
う
工
事
（
二
階
の
床
及

び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り
の
配
筋
工
事
を
現
場
で
行
わ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
上
階
の

柱
又
は
壁
の
取
付
け
工
事
）
の
工
程 

ニ 

前
号
ニ
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に
あ
っ
て
は
、
柱
又
は
は
り
の
配
筋
工
事
の
工
程 

ホ 

前
号
ホ
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に
あ
っ
て
は
、
前
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に

応
じ
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
工
程 

ヘ 

前
号
ヘ
に
掲
げ
る
特
定
工
程
に
あ
っ
て
は
、
基
礎
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
工
事
の
工
程 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
一
号 

 
建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た

の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
す
る
。 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
三
日 

二 

処
分
を
受
け
た
建
築
士
の
氏
名
、
建
築
士
の
別
及
び
登
録
番
号 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

二
級
建
築
士
の
業
務
停
止
二
月
（
令
和
二
年
十
月
一
日
か
ら
二
月
） 

四 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

建
築
士
法
第
二
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
二
級
建
築
士
定
期
講
習
を
期
間
内
に
受
講
し
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
り
戒
告
処
分
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
特
段
の
理
由
も
な
く
同
講
習

を
受
講
し
て
い
な
い
。 

細
沼 

宣
章 

 

氏

名 

二
級
建
築
士 

建

築

士

の

別 

埼
玉
県
知
事
登
録
第
一
五
五
九
九
号 

登

録

番

号 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
七
百
二
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

令
和
二
年
六
月
二
十
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

 
 

 



１ 購入等件名及び予定数量 

  トヨタ社製四輪車両用純正部品ほか11品目の単価契約 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度係 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁

目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和２年５月14日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社コイズミ 東京都板橋区熊野町33番３号 

５ 落札金額 

  38,375,595円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  令和２年４月３日 
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１ 監査結果に関する報告 

 (１) 監査の対象事務 

    平成３０年度・令和元年度における財務に関する事務の執行、経営に係る事業

の管理及びその他の事務の執行 

 

 (２) 監査の対象機関 ６９機関 

 

 (３) 監査実施日 

    令和２年１月２１日～令和２年２月４日 

 

 (４) 監査の実施方針 

    事務の執行について、正確性、合規性はもとより、最少の経費で最大の効果を

あげているかという経済性、効率性及び有効性の観点から検証 

 

 

所管部局 監 査 対 象 機 関 

企画財政部 南西部地域振興センター、利根地域振興センター 

総務部 朝霞県税事務所 

危機管理防災部 消防学校 

福祉部 西部福祉事務所、越谷児童相談所 

保健医療部  朝霞保健所、鴻巣保健所、坂戸保健所、狭山保健所、幸手保健所 

農林部 川越農林振興センター、中央家畜保健衛生所 

県土整備部 杉戸県土整備事務所 

都市整備部 大宮公園事務所 

教育局 さきたま史跡の博物館、上尾鷹の台高等学校、上尾橘高等学校、上尾南

高等学校、入間向陽高等学校、浦和第一女子高等学校、浦和東高等学校、

大宮工業高等学校、小川高等学校、越生高等学校、北本高等学校、久喜

高等学校、久喜工業高等学校、鴻巣高等学校、鴻巣女子高等学校、越谷

総合技術高等学校、越谷東高等学校、越谷南高等学校、坂戸高等学校、

坂戸西高等学校、白岡高等学校、進修館高等学校、誠和福祉高等学校、

所沢高等学校、所沢北高等学校、所沢商業高等学校、所沢中央高等学校、

蓮田松韻高等学校、羽生高等学校、羽生実業高等学校、羽生第一高等学

校、吹上秋桜高等学校、松伏高等学校、三郷高等学校、三郷北高等学校、

八潮高等学校、八潮南高等学校、鷲宮高等学校、蕨高等学校、上尾特別

支援学校、行田特別支援学校、越谷特別支援学校、特別支援学校坂戸ろ

う学園、蓮田特別支援学校、和光特別支援学校、和光南特別支援学校 

警察本部 警察学校、蕨警察署、朝霞警察署、鴻巣警察署、西入間警察署、小川警

察署、行田警察署、羽生警察署 



 (５) 監査の結果 

  ア 指摘事項  

    財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行（以下「事

務事業の執行等」という。）が、次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

   (ア)事務事業の執行等に重大な誤りがあったため、当該事業の是正や今後の改善

が必要と認められるもの 

   (イ)事務事業の執行等において、その効果が極めて不十分なため抜本的な改善が

必要と認められるもの 

 

  イ 注意事項 

    事務事業の執行等が次の各号のいずれかに該当すると認められるもの 

   (ア)事務事業の執行等に誤りがあったため、当該事務の是正や今後の改善が必要

と認められるもの 

   (イ)事務事業の執行等において、その効果が不十分なため一層の改善、工夫が必

要と認められるもの 

 

 監査において指摘事項又は注意事項として認められたものは、次のとおりであった。 

 ア 指摘事項 

機関・職制名 監 査 の 結 果 

教育局 鷲宮高等学校  令和元年度の「浄化槽清掃業務委託契約」について、

7 月 25 日に実施した浄化槽清掃業務（全 4 回中 1 回目）

の業務完了報告書の速やかな提出を求めず、完了検査

が履行日から 2 か月以上遅れてしまったことは不適切

であった。 

 

 イ 注意事項 

   該当なし 
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１ 監査の結果「指摘」とした事項 

対 象 機 関 
監査結果の公表年月

日（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

県土整備

部 

飯能県土

整備事務

所 

令和2年3月6日 

（第86号） 

平成29年度に一般競争入札により契約を締結した「広幅デジタル複

合機の複写サービスに係る単価契約」について、次の点で不適切であっ

た。 

１ 契約締結後間もなくして、入札公告で示した契約条件を、合理的  

 理由がないにもかかわらず変更した。 

２ 変更契約書を作成すべきところ作成せず、また、書面による決裁 

 手続を経ることなく、原契約書の該当数値を加除修正することによ 

 り処理をしていた。 

 再発防止に向けて以下の取組を行った。 

１ 契約の再変更 

  令和２年３月５日に実施した庁内法務相談の結果なども踏まえ、契約  

 相手方の同意を得た上で、契約条件を当初の条件に戻した。 

２ 再発防止対策 

  所属内の全職員に対し、問題が発生した経緯、庁内法務相談の結果、  

 本来どのようにすべきであったか、契約の相手方との交渉結果を説明し 

 た上で、以下の３点について周知徹底をした。 

（１）積極的に財務研修を受講して、契約事務についての規定を確認し、 

  適正な契約事務をすること。 

（２）契約書を加除修正することができるのは誤記の訂正等に限定される 

  こと、及び契約内容の変更については原則として変更契約を結ぶこと。 

（３）契約内容の変更及び加除修正を問わず、複数職員によるチェックを 

  行うとともに、書面による決裁手続を取ること。 

３ 所属としての対策 

  所属として契約事務の理解を深めるため、地域出納員によるオーダー 

 メイド研修を実施することとした。 

 

 

 

 

 



２ 監査の結果「注意」とした事項 

対 象 機 関 
監査結果の公表年月

日（県報の号数） 
監 査 の 結 果 講 じ た 措 置 

環境部 産業廃棄

物指導課 

令和元年10月4日 

（第 44 号） 

平成30年度に長期継続契約として締結した「太陽光パネルリサイク

ル施設建屋賃貸借契約」について、契約書に、翌年度以降に歳入歳出予

算の金額について減額又は削除があった場合に契約を解除する旨の特約

を定めていなかったことは不適切であった。 

１ 変更契約を行うことによる是正措置 

 契約を解除できる旨の特約を追記する契約変更を行いたい意向を令和元

年 11月 22日に契約相手方に申し入れた。契約相手方も変更に向けた協議

に応じる姿勢を示し、これまで産業廃棄物指導課長が契約相手方の執行役

員と 2 度面会するなど、協議を重ねているがいまだ最終的な合意を得られ

ていない。 

 一方法令上の整理としては、弁護士に法務相談を行い、本契約は監査に

より不適切であるとの注意を受けたものの私法上は有効であること、契約

書規定の事由によらずに契約解除することもできないことを確認した。ま

た契約書で定められた「定めのない事項の協議」等に基づいて契約解除を

行う場合も、契約相手方に未払い賃料総額に相当する額の損害賠償請求権

が生じ、県としては契約解除を行うことの利得がないことを併せて確認し

た。 

 さらには、本契約は県施設敷地内にある不動産建屋の賃貸借契約であり、

他の賃貸借契約をもって代替することはできず、仮に契約解除することに

なった場合には、リサイクル実証を行うという目的を達成できなくなるも

のである。 

 そのため本契約については、引き続き契約変更による是正を目指し、契

約相手方に対し粘り強く交渉を続けていく。 

２ 再発防止対策 

 監査結果を職員に周知するとともに、長期継続契約事務の適正な執行を

図るため、以下の取組を徹底することとした。 

 ① 予算要求や執行伺い、入札等の各段階で、制度の適用可能性等につ 

  いて環境政策課（総務経理担当）、出納総務課、入札課など関係各課に 

  具体案を示して対面で直接、相談を行うこと。 

 ② 長期継続契約に係る特約の記載を確認する項目を当課独自に追加し  



  たチェックシート様式を今後使用することとし、必ず複数職員による 

  チェックを実施すること。 

農林部 大里農林

振興セン

ター 

令和2年3月6日 

（第86号） 

平成30年度に執行した「生物顕微鏡、卓上型ｐＨ・電気伝導度測定

器」の購入について、予定価格が50万円以上にもかかわらず、予定価

格調書を作成していなかったことは不適切であった。 

 

 グループリーダー以上の職員が集まる企画運営会議において今回の事案

を説明し指摘された内容の共有を図るとともに、財務のチェックシートに

よる確認の徹底を周知した。 

 また、財務に関する各種研修会に参加して知識を習得するとともに、主

に財務事務に不慣れな技術系職員を対象にセンター独自の研修会を実施し、

理解を深めることで再発防止を図った。 

 さらに、今回注意を受けた農業支援部については、令和２年度以降、科

目にかかわらず１０万円以上を支出する支出命令伺いには、同部を所管す

る副所長によるチェックに加えて、管理部副所長を決裁ラインに追加して

内容確認を徹底するようにした。 

都市整備

部 

営繕・公園

事務所 

令和2年3月6日 

（第86号） 

平成30年度に実施した「こども動物自然公園仮設小動物舎の設置及

び維持管理に関する協定」について、次の点で不適切だった。 

１ 検査員を指定して検査を実施しなければならないにもかかわらず、 

 検査員の指定をしていなかった。 

２ 検査調書を作成しなければならないにもかかわらず、検査調書を 

 作成していなかった。 

 監査結果を所内全職員に周知するとともに、次の対応策により適正な事

務処理の徹底を図ることとした。 

・ 契約履行の確保のための検査の意義、内容、方法等について所内に周 

 知して認識を共有し、適正な検査が実施されているかを複数職員で確認 

 する。 

・ 職員の財務知識の向上を図るため、財務研修への積極的な参加を促す。 

 また、検査を含めた財務事務について、地域出納員によるオーダーメイ 

 ド研修を実施する。 

・ 判断に迷う事案は、適宜出納総務課へ確認するなど、疑問点を残した 

 まま事務処理を進めることがないよう徹底する。 

企業局 水道整備

事務所 

令和2年3月6日 

（第86号） 

平成30年度に締結した「30水整第158号東松山第二幹線（北側）用

地取得あっせん業務委託契約」について、次の点で不適切であった。 

１ 一部業務の再委託に当たり、受注者から提出のあった再委託の協 

 議書に相手先及び契約期間が記載されてないにもかかわらず、承諾 

 を行った。 

２ 原契約の履行期限を超えて再委託をしていた。 

 再発防止のため、企業局内に以下の取扱いについて通知を行い、周知徹

底を図った。 

・ 再委託の承諾に当たっては、その業務内容のほか、再委託の相手先等 

 の契約予定内容を書面により確認すること。 

・ 再委託の承諾後にあっても、契約状況及び業務の処理状況等について 

 自己検査等を活用し、適宜確認すること。 

 



病院局 精神医療

センター 

令和2年3月6日 

（第86号） 

平成31年度に締結した消防設備保守業務委託契約について、個人情

報の取扱いに関する誓約書の写しを発注者に提出させていなかったこと

は不適切であった。 

 

 再発防止のため、監査結果を職員に周知するとともに、以下の取組を実

施することとした。 

・ 約款や共通仕様書に基づいて受託者に提出を求める書類の一覧表を作  

 成し、契約書に添付する。 

・ 当該一覧表で書類の提出状況を管理するとともに、自己検査のチェッ 

 ク項目に提出書類の確認を追加し、複数職員によるチェックを徹底する。 

下水道局 荒川右岸

下水道事

務所 

令和2年3月6日 

（第86号） 

平成30年度の公用車タイヤ付替え手数料の支払について、次の点で

不適切であった。 

１ 同一の請求に対して２度の支払を行っていた。 

２ １回目の支払について、決裁区分が所長のところ副所長が決裁し 

 ていた。 

 再発防止のため、職員全体会議において監査結果を周知するとともに、

支払事務について研修を行い、適正な執行について徹底を図った。 

 また、自己検査チェックリストに基づき、毎月、各担当が支払伝票の自

己検査を行うとともに、企業出納員が予算差引簿と証拠書類を突合するこ

ととし、重複支払防止のためのチェック機能を強化した。 

教育局 近代美術

館 

令和2年3月6日 

（第86号） 

令和元年度の「フルカラー電子複写機の複写サービスに係る単価契約」

について、予定価格が100万円を超える場合は競争入札により事業者を

決定し契約すべきところ、随意契約としたことは不適切であった。 

 

 再発防止のため、監査結果を職員に周知し、長期継続契約における競争

入札・随意契約の判断について改めて確認し、適正な契約事務の執行につ

いて徹底を図った。 

 また、新たに、随意契約によることができる予定価格のチェックシート

を作成し、出納総務課の「財務に関するチェックシート（契約編）」ととも

に執行伺いの起案に添付し、複数の職員による確認を徹底することとした。 
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監 査 の 結 果 

 

１ 監査の概要 

（１）監査の対象団体及び実施時期 

   埼玉県が資本金等の４分の１以上を出資している団体（出資団体）、公の施設の指定管理者及 

  び補助金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給、その他の財政的援助を与えている団体（補助 

  金等交付団体）について監査を実施するもので、このうち出資団体１３団体、指定管理者１３団 

  体１６施設、補助金等交付団体１６団体について、令和元年９月から令和２年２月までの間に実 

  施した。 

 

（２）監査の対象事項 

  ア 令和元年度の出資団体における出納その他の事務 

  イ 令和元年度の指定管理者による公の施設の管理業務に係る出納その他の事務 

  ウ 令和元年度に埼玉県が交付した補助金等財政的援助に係る出納その他の事務 

 

２ 監査の結果 

  監査対象団体別の監査の結果は、次のとおりである。 

  なお、指摘事項及び注意事項以外の軽微な不当事項等については、監査対象団体及び所管部局に 

 その都度注意した。 

 ・ 指摘事項は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が違法又は 

  不当と認められるもののうち、総合的に勘案して重大であると認められるもの 

 ・ 注意事項は、違法又は不当と認められるもののうち、指摘事項及び軽微な事項に該当しないと 

  認められるもの 

 

（１） 出資団体 

 

 

監査対象団体 埼玉高速鉄道株式会社 

所管部局 企画財政部 

監査実施日 
職員調査 令和元年 ９月１９日 

委員監査 令和元年１１月２６日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資              ５８，９７６，０００，０００円   

 ・団体の基本財産              １００，０００，０００円   

 ・県の出資割合                                ４９．３％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人さいたま緑のトラスト協会 

所管部局 環境部 

監査実施日 
職員調査 令和元年 ９月 ４日 

委員監査 令和元年１０月２３日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  ５，０００，０００円   

 ・団体の基本財産              １３，０００，０００円   

 ・県の出資割合                                ３８．５％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 公立大学法人埼玉県立大学 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１０月１０日 

委員監査 令和元年１０月２８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資             ２４，５３４，２９８，８００円  

 ・団体の基本財産          ２４，５３４，２９８，８００円  

 ・県の出資割合                               １００．０％ 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県生活衛生営業指導センター 

所管部局 保健医療部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１２月１３日 

委員監査 令和元年１２月２６日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                    ４，０００，０００円   

 ・団体の基本財産                １０，０１８，０００円   

 ・県の出資割合                               ３９．９％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県産業振興公社 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１１月 ６日 

委員監査 令和元年１１月１８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                    ５，０００，０００円   

 ・団体の基本財産                 ５，０００，０００円   

 ・県の出資割合                              １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 一般財団法人埼玉伝統工芸協会 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１２月１８日 

委員監査 令和２年 １月１６日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   ２０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産                ６０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                               ３３．３％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 公益社団法人埼玉県農林公社 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１１月１１日 

委員監査 令和元年１１月１８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  ６２２，０００，０００円   

 ・団体の基本財産           １，０８８，４３７，０００円   

 ・県の出資割合                               ５７．１％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉県道路公社 

所管部局 県土整備部 

監査実施日 
職員調査 令和元年 ９月２５日 

委員監査 令和元年１１月２６日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資             １１，４９８，０００，０００円   

 ・団体の基本財産          １１，７８３，２４６，０００円   

 ・県の出資割合                               ９８．８％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 株式会社さいたまアリーナ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１２月１０日 

委員監査 令和２年 １月 ６日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                １５０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産               ４９５，０００，０００円   

 ・県の出資割合                                 ３０．３％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉県住宅供給公社 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和元年 ９月１１日 

委員監査 令和元年１１月１３日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                   ４０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産              ４０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                              １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

（２）指定管理者 

 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県下水道公社 

所管部局 下水道局 

監査実施日 
職員調査 令和元年 ９月２６日 

委員監査 令和元年１２月１８日 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  ５５，０３０，０００円   

 ・団体の基本財産             １１０，０６０，０００円   

 ・県の出資割合                               ５０．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団 

所管部局 教育局 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月２２日 

委員監査 令和２年 ２月１３日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                  １０，０００，０００円   

 ・団体の基本財産              １０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                              １００．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター 

所管部局 警察本部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１２月 ６日 

委員監査 令和２年 １月１５日(書面） 

財政的援助等

の内容 

出資金 

 ・県の出資                 ７７９，５８７，０００円   

 ・団体の基本財産           １，０４０，０００，０００円   

 ・県の出資割合                               ７５．０％   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 サンワックス・太平共同事業体 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月２４日 

委員監査 令和２年 ２月 ５日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 平和資料館                  ４３，５９５，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 アクティオ株式会社 

所管部局 県民生活部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月１５日 

委員監査 令和２年 ２月 ５日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 生活科学センター               ４３，９５９，４１２円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月１０日 

委員監査 令和２年 １月２３日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料        

 そうか光生園障害者歯科診療所        ５３，０１４，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉ふれあい拠点運営共同事業体 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和元年 ９月 ６日 

委員監査 令和元年１０月２９日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 東部地域振興ふれあい拠点施設        ５３，８３１，３１２円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 ＮｅＣＳＴ 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１０月 ３日 

委員監査 令和元年１２月１８日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 西部地域振興ふれあい拠点施設        ４０，４９１，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益社団法人埼玉県農林公社 

所管部局 農林部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月２０日 

委員監査 令和２年 ２月 ５日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 種苗センター                 １０３，１８６，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 株式会社さいたまアリーナ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１２月１０日 

委員監査 令和２年 １月 ６日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料 

 さいたまスーパーアリーナ             ５０，７４８，６６０円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１１月２２日 

委員監査 令和２年 １月２３日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

 上尾運動公園                 ２４９，０２０，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和元年 ９月 ３日 

委員監査 令和元年１０月２３日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  秋ヶ瀬公園                   ８８，０５３，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県公園緑地協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和元年 ９月１７日 

委員監査 令和元年１０月２９日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  久喜菖蒲公園                  ３８，０００，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 吉見総合運動公園パークアップ共同体 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１１月１５日 

委員監査 令和元年１２月 ６日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  吉見総合運動公園                ３０，２４０，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 公益財団法人埼玉県生態系保護協会 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１０月 １日 

委員監査 令和元年１０月１１日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  荒川大麻生公園                 １４，９００，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 和光樹林公園パートナーズ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月２１日 

委員監査 令和２年 １月３０日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  和光樹林公園                  ２７，７５６，０００円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 彩の森入間公園パートナーズ 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１２月１６日 

委員監査 令和２年 １月１６日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  彩の森入間公園                 ４９，５２５，３９２円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉県住宅供給公社 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和元年 ９月１１日 

委員監査 令和元年１０月１１日(書面） 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  特別県営住宅                 １９１，５５６，２５３円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 埼玉県住宅供給公社 

所管部局 都市整備部 

監査実施日 
職員調査 令和元年 ９月２０日 

委員監査 令和元年１１月１３日 

財政的援助等

の内容 

公の施設の指定管理業務委託料  

  特定公共賃貸住宅                １５，２１７，２０１円   

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

（３）補助金等交付団体 

 

 

 

監査対象団体 学校法人共栄学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月１７日 

委員監査 令和２年 ２月１８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（春日部共栄高等学校） 

１ 私立学校（高等学校）運営費補助金    ３３３，６５１，０００円  

２ 私立高等学校等父母負担軽減事業補助金  １０８，６７４，０５０円  

（春日部共栄中学校） 

１ 私立学校（中学校）運営費補助金      １０４，５７９，０００円 

２ 私立高等学校等父母負担軽減事業補助金      ５６６，６６０円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 学校法人盈進学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 ２月１３日 

委員監査 令和２年 ３月 ４日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（東野高等学校） 

１ 私立学校（高等学校）運営費補助金    ２９６，３２３，０００円  

２ 私立高等学校等父母負担軽減事業補助金  １２３，６９０，５９０円  

３ 被災児童生徒授業料等減免事業補助金        ５６７，０００円 

４ 結核予防費補助金                 ４８，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 学校法人狭山ヶ丘学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１２月 ６日 

委員監査 令和元年１２月２４日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（狭山ヶ丘高等学校） 

１ 私立学校（高等学校）運営費補助金    ３２８，５９９，０００円  

２ 私立高等学校等父母負担軽減事業補助金   ７１，１４４，４１０円  

（狭山ヶ丘高等学校附属中学校） 

１ 私立学校（中学校）運営費補助金       ５６，７９４，０００円 

（さやまが丘幼稚園） 

１ 私立学校（幼稚園）運営費補助金       ２５，１３０，０００円 

２ 私立幼稚園等特別支援教育費補助金      ４，３１２，０００円  

 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 学校法人国際学院 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１２月２０日 

委員監査 令和２年 １月 ８日(書面） 



 

 

 

 

 

 

財政的援助等

の内容 

（国際学院高等学校） 

１ 私立学校（高等学校）運営費補助金    １９６，３５２，０００円  

２ 私立高等学校等父母負担軽減事業補助金  １２９，７５６，５３４円  

（国際学院中学校） 

１ 私立学校（中学校）運営費補助金       １４，８８８，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 学校法人細田学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 ２月１７日 

委員監査 令和２年 ２月２８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（細田学園高等学校） 

１ 私立学校（高等学校）運営費補助金    ３４９，４７３，０００円  

２ 私立高等学校等父母負担軽減事業補助金   ６９，６３４，５８０円  

（細田学園幼稚園） 

１ 私立学校（幼稚園）運営費補助金       ３３，８２５，０００円  

 

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 学校法人県北若竹学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月２３日 

委員監査 令和２年 ２月１８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（篭原若竹幼稚園、川本若竹幼稚園、寄居若竹幼稚園） 

１ 私立学校（幼稚園）運営費補助金     １９８，５０１，０００円  

２ 私立幼稚園保育料軽減事業補助金          ２８，８００円  

３ 私立幼稚園特別支援教育費補助金        ４，７０４，０００円  

４ 私立幼稚園緊急環境整備費補助金         ２２３，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 学校法人嶋根学園 

所管部局 総務部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月２７日 

委員監査 令和２年 ２月 ５日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（川口しらぎく幼稚園、西上尾しらぎき幼稚園） 

１ 私立学校（幼稚園）運営費補助金     １０７，４３５，０００円  

２ 私立幼稚園保育料軽減事業補助金          ２８，０００円  

３ 私立幼稚園特別支援教育費補助金        ３，１３６，０００円  

４ 私立幼稚園緊急環境整備費補助金          ７２，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人弘和会 

所管部局 福祉部 



 

 

 

 

 

 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月２９日 

委員監査 令和２年 ２月１３日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（アットホーム夢の郷） 

１ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 

                       ３２，５０１，２９０円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人みなわ会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月２４日 

委員監査 令和２年 ２月１２日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（ケアハウス所沢けやき） 

１ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 

                       ３２，２４３，２６４円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 社会福祉法人正生会 

所管部局 福祉部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 ２月１９日 

委員監査 令和２年 ３月 ４日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（ケアハウスビアラ小手指） 

１ 軽費老人ホームのサービスの提供に要する費用補助金 

                       ３２，３９７，４５７円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 久喜市商工会 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月 ９日 

委員監査 令和２年 １月２３日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（久喜市商工会）  

１ 小規模事業経営支援事業費補助金      ７６，６９３，９４０円  

２ 中小企業経営力向上事業補助金          ８２９，５６５円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 深谷商工会議所 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月２０日 

委員監査 令和２年 １月３１日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（深谷商工会議所）  

１ 小規模事業経営支援事業費補助金      ４９，２０９，３７４円  

２ 中小企業経営力向上事業補助金        １，５５０，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 



 

 

 

 

 

 

 

監査対象団体 上尾商工会議所 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月１６日 

委員監査 令和２年 １月３０日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（上尾商工会議所）  

１ 小規模事業経営支援事業費補助金      ４４，８７５，９２４円  

２ 中小企業経営力向上事業補助金          ９８０，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 行田商工会議所 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 １月１４日 

委員監査 令和２年 １月２３日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（行田商工会議所） 

１ 小規模事業経営支援事業費補助金      ４１，１５８，０５７円  

２ 中小企業経営力向上事業補助金          ７２０，０００円  

３ DISCOVER PARTNER事業補助金           ２５６，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 幸手市商工会 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和元年１２月 ９日 

委員監査 令和元年１２月２６日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（幸手市商工会） 

１ 小規模事業経営支援事業費補助金      ３３，６１３，０４６円  

２ 中小企業経営力向上事業補助金          ３００，０００円  

監査の結果 指摘事項、注意事項は認められなかった。 

監査対象団体 一般社団法人埼玉県物産観光協会 

所管部局 産業労働部 

監査実施日 
職員調査 令和２年 ２月 ５日 

委員監査 令和２年 ２月２８日(書面） 

財政的援助等

の内容 

（一般社団法人埼玉県物産観光協会） 

１ 埼玉県物産ブランド確立支援事業補助金   ３９，２５８，０００円  

２ 埼玉県物産観光振興費補助金        ２８，３９８，０００円  

３ 埼玉県物産観光協会振興費補助金       ２，２８０，０００円  

監査の結果 

【注意事項】  

下記の事務について、不適切であった 

１ 平成30年度の埼玉県物産ブランド確立支援事業補助金における「DMO戦略策定

に関する調査・分析等業務委託契約」に関して、見積書の記載金額と異なる金額

で契約書を締結した。 
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